
 

事 務 連 絡 

令 和 元 年 1 0 月 9 日 

皇居外苑管理事務所 

京都御苑管理事務所 

新宿御苑管理事務所 

千鳥ヶ淵戦没者御苑管理事務所 

御担当者 様 

 

自然環境局総務課国民公園室 

 

 

台風 19号接近に伴う対応について 

 

 

昨日台風 19号の関係省庁災害警戒会議が開催され、内閣府より 12日から 14日までの三

連休中の外出への注意喚起が呼びかけられました。 

 これを踏まえ、各国民公園等においては委託事業者と連携し早めに下記の対応を行い、防

災に万全を期してください。 

 なお、各事務所における被害状況の確認は、別途依頼があると思われますので、可能な限

り早期に収集し、適宜当室宛て連絡をいただけるようお願いします。 

 

・ 台風の進路や各自治体が発出する災害情報を踏まえ、大雨・暴風等により利用者の安全

確保が難しくなる事態が予想される場合には、閉園や施設の閉鎖を早めに判断し、園内

や近隣の交通施設に掲示するほか、HP や SNS 等で周知するなどにより、利用を抑制

すること。 

・ 園路等において暴風等により飛散し、傷害の原因や交通の支障となるおそれがあるもの

については極力撤去、固定を行うこと。 

・ 発電機、止水板や土嚢等の防災備品を確認し、必要に応じて使用できるよう準備するこ

と。 

・ その他、利用者等へのサービス低下が予想される事態を解消するために必要な措置を講

じること。 

 

 

以上 


